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前文

子どもは、愛情をもって自分のことを考え、接してほしいと願

つていま丸 子どもは、厳 の雌 持基証躍ることもありま丸

そんなときも、測青をもつて教え導力沖へ見守りはぐくまれるこ

とで、自分自身のことを大切14毀 ヽ宴心して成長することがで

きま丸

子どものlglを 保障するとともに、子ど

もの健全な成長を日的として、子ども条例

とした

全体的に、熱語に振り仮名a守 す場合、

片方の文字だけでなく双方に振り仮名を付

すこととする。

第5章 子どもの権利の豊宣に関する相談と救済 彿 10菊 第5章 子どもの権利の量宣に関する相談と救済 彿 16条



子どもは、自分の剖思を伝え、受け止められることを願つてい

ま丸 どんなlι」ヽさレ子 どもでも、自珈 翻云えようといろ

いろな方法で表現していま坑 それらを墓麹に受け止めてくれる

相手がいることで、他者の割思を受け止め、思レやるように成長

することができま丸

子どもは、より良バ量鐘で育ち育てられることを願っていま

丸 安きして過ごすことができる相

―

力深障される

ことQ経 験を成長にい力すことができますЪ自分の言いたいこ

と、考えていることを自由に表現できる基境が確保されること

で、他者の考えに気付くよう同戒長することができま魂

このように、子どもは、愛情をもつ

“

られることで自分つ

浄思を持ち、それを自由に表現できる基壺があることで、他者と

共に螢舌していることに気付きま九 そして、他者と共に平和な

暮らしを創り出すことが大切に思えるように成長することがで
わん

きま魂 「愛悧 1剰詢 「麹 は密接に関連し合いながら、お

となへと成長していく子どもを支えているのですЪまた、「測旬
かん

鴨 駒 嚇 は、おとな、そして社会全体にとっても必要で

丸

「測洵 鳴 詢 i環境 |が尊重さな 安きして生き生きと暮ら

していくために、そして 「効 1和詢 FMlを 願い求める子

どもの171が 側障される社会にしていくために、ここに条例を制

定しま丸

第1章 総則

子どもは、自分の罰思を伝え、受け止められることを願ってい

ま丸 どんなヤし」ヽさレ子 どもでも、自珈 臼宏えようといろ

いろな方法で表現していま丸 それらを菫 嶋こ受け上めてくれる

相手がいることで、他者の嵐思を受け止め、思しや るよう同裁長

することができま丸

子どもは、より良υ毯塾重で育ち育てられることを願っていま

丸 安心して過ごすことができる相手や時間や空間が保障される

こと(経 験を成長にい力すことができますЪ自分の割 ▼ヒいこ
かん■,う

と、考えていることを自由に表現できる環境が確保されること

Q他 者の考えに気付くよう向銀 することができま
‐
九

このように、子どもは、愛情をもつて育てられることで自分わ

意思を持ち、それを自由に表現できる基菫 があることQ他 者

と共に生活していることに気付きます、そして、他者と共に平和

な暮らしを創り出すことが大切に思えるように成長することが

できま丸 明 罰 噌認」瑳墨当 配 欄 こ朧 Eし合い欄 Sら、

おとなへと成長していく子どもを支えているので魂 また、「愛
がχ=●う

情」[罰詢 噛堕コ は、おとな、そして社会全体にとっても必

韓

「測旬 卿 詢 瑳窒勤 が斑 まさな 安さして生き生きと暮

らしていくために、そして 「測洵 卿 詢 曖墨コ を願い求め

る子どもの権利力辮 される社会にしていくために、ここに条例

を制定しま丸

第1章 総則



鱗剖が目指すこと)

第 1条 この条例は、おとなと同じように子どもが権利のJ粋

あるということにもとづいて、子どもにとつて大切な権利を、

子どもにもおとなにもはつきり分かるようにしま九 この条例

ヒ 子どもが生き、暮らし、漕動する場で、市や市厳 の他の

人たちが何をしたらよいかを定めることにより、子どもの権利

の保障を図ることを目指しま九 そして、すべての子どもが生

き生きと健や力1こ、そして安きして基せるまちJ金 井をつくる

ことを目指しま丸

(この条例q吏われることばの意味 内勾

第2条 この条例●吏われている次の胆語の意味は それぞれの

肺 のあとに調明きれているとおりで九
さヽ

任)子 ども 18歳 未満の市民や市との力

"ヽ
わりを持つてい

る夕ゃまた、これらの人と同じようt螂 :があると考えてい

| メ`烙

(21親 等 親と、親にかわつて子どもを育てている人に

13)育ち学ぶ施設 子どもが育ち、割 ヽ入所し、通い、使用

する施乳
(4)育ち学ギ山設の関係者 育ち学ギ塵設をつくった人、管理

する人、そこq動 く人_

卿 が日指すこと)

第1条 この条例は、おとなと同じように子ども力櫛 lの主体で

あるということにもとづいて(子 どもにとって大切な権利を、

子どもにもおとなにもはつきり分かるようにしま丸 子ども

しの力
"ヽ
わり合いの中から、互いの権利の尊重 社会での翻

立こ子どもが生き、暮らし、活動する場ヽ 市や市民そa也 の

人たちが何をしたらよいかを定めることにより、子どもの権利

の保障を図り、すべての子どもが生き生きと健や洲こ安らして

墓塾せるまb/1栓井をつくることを日指しま丸

(この条例q吏ゎれることは街詢え_,村欝

第2条 この条例で使われている次のことばの意味は、それぞれ

のことばのあとに説明されているとおりで九
さ,

任)子 ども

る人

18歳 未満の市民や市とのかかわりを持ってい

例 親等 親と、親にかわつて子どもを育てている人

旧)育 ち学ギ圭謹 子どもが育ち、学0ヽ入所し、通υヽ、使用

する潟謡
14)育ち学ぶ為誤の関係者 育ち学ギ量証をつくった人、管理

する人、そこで働く人

ひ紗 軸

輸 戎長に応じた榊 力る精円。a詞■

を学ぶ必要があるため、文言を追加した

パブリックコメントで 「そして」はいら

ないのではないかという意見があり、削除

し、併せて鳳語の幽篇を行つた

用語の整備

パブリックコメントQ 「こと1詢 と 剛弔

.Ijが混在しているという指摘があったた

め、改めた

子どもの定義を明確にするために、削除

した

El_Iにうたわれている基本的人権に言及



(みんなが果たさなければいけないこと)

第旦条 おとなは、子どもが権利のコ本であることを十分理解

し、その権利を保障するようにしなけれまなりませれ

2 おとなは、子どもにとつて最もためになることを第‐に考え

て、子どもの年齢とt身の娠 tふさわしい趣 者テうように

しなけね消なりません.

3 子ども|よ自分力淮利の主体とじて大切にされることと、だ

れもが同じように権利を持つていることとを十分理解しなけ

れまなりませれ

4 市|よ子どもの権利を大切にし、市のすべての計画や事業の

中で子ども粥 肋守`られるようにしなヽヽ まなりません。

(子どもの権利の箆D

第■条 市は 子どもの権利について市剛こ広く知らせま丸 そ

して、子どもの権利について市関の埋解を深めるための機会を

できるだけたくさんつくりま九

2 市|よ家意 学憮 地撼で、子どもの陥刊に,て の響 な

どが債極的に行えるよう、その条件をできるだけ整えま丸

第3条 子どもとおとなは、日本国憲法が劇章する基本的人権を

尊重し、命をいつくしむとともに、人を思υや る心を持つよう

に努力します1ま た、自分の人権だけでなく、他者の人権につ

いても正しく理解し、互いの人権を尊重しなければなりませ

二

傷んなが果たさなければいけないこと)

第4条  おとなは 子どもが権利の主体であることを十分理解

し、その癬 |∫を保障するようにしなければなりませスる

2 おとなは、子どもにとつて最もためになることを第一に考え

て、子どもの生齢と心身の成長にふさわしυi壁 を行うように

しなければなりませれ

3 子ども|よ 自効 潮 1の主体として大切にされることと、だ

れもが同じよう|‐81を 持っていることとを十分理解した上

で、他者を思いやり、互いの権利を尊重しなければなりませスる

4 市は 子どもの権利を大切にし、市の計画や事業の中で子ど

もの権利が守られるようにしなければなりませれ
ふ =●う

(子どもの懸 |1哩 )

第二条 市は、子どもの権秘め いて市鳳こ広く知らせま丸 そ

して、子どもの艤帥こついて市民の理解を深めるための機会を

できるだけたくさんつくりま丸

2 市は 家庭、牧 地滅て、子どもが自分や他者の懸 ‖こつ

いての学習などを積樹勺に行えるよう、その条牛をできるだけ

整えま丸

するとともに、人を思いやる心について触

ね
^子
どもが健Jこ育つことを日的として

叡 をJ口 した

自分の権利だけでなく、他者の権利も尊

重することに注意を促すために、文言をlIE

カロし亀

市の訥画は、市の計画全般と認識してい

るところから、「すべてa lJ」除した

自分の権利も他者の権利も大切だという

ことを文言として追カロし、併せて用語の整

備を行つた



3 市|よ育ち学ぶ施設の関は 子どもの131引 剰軍する立

場 こある人に対し、子どもの権利についての理解がより深まる

よう、研修の機会などをできるだけ日共しま丸

4 市は、子どもや市民が子どもの権報こついての自主的岬

などを行うとき、できるだけ力を貸してその幅動を助けま丸

0“ どもの権利の日)

第5条  子どもの断 ‖こついての関心や理解を子どもとおとな

が互いに深めるため、ガ針 どもの権利の日を設けます

2 月針 どもの権利の日|よ 11月 20日 とします

旦 市は、刀針 どもの権利の日にふさわしい取組みを行いま

五

第2章 子どもにとつて大切な権利

(子どもの大切欄 D

第6条 この章に定める割 よ すべての子どもが力瘍がえのな

いひとりの人間として生きていくために、特に大切な権利とし

て保障されなけれずなりませ紘

俊心して生きるlgJ

第7条 子ども|よ家庭や社会の中で、ひとりの欠間として尊重

されへ安全に、そして愛情に包まれて安きして生きることがで

きま丸 そのためには、主に次の権利力珠障されなけれまなり

ま也ムる

3 市|よ育ち学ぶ血韻の関係者や、広くおとなに対し、子ども

の蘇 ‖こついての理解がより深まるよう、研疹の縫 などをで

きるだけ搬共しま丸

4 市よ子どもや市民が子どもの晴ド‖とついての自主的な鞘

などを行うとき、できるだけ力を貸してその活動を助けま丸

第2章 子どもにとってガ刀な権利

(子どもの大切な懸 り

第6条 この章に定める権利′よすべての子どもが力
'す
がえのな

いひとりの人間として生きていくために、特に大切な権利とし

て側章さ縛 けヽれまなりませれ ただ

い さして生きる割

第7条 子どもは 家庭や社会の中で、ひとりの人間として尊重

されへ安全に、そして愛情に包まれて安心して生きることがで

きます、そのためには、主に次の穫利が例障さ繊よければなり

ませ&ま た、その権利を穫けような希氣を行ってはなりませ

そね1こふさわしυ されなけれまなりません

二

子どもの懸 睦堺騨する立場にある人に

ついては、大人全般を意味するので、分か

りやれ 壕現にし亀

5月の子ども週間の中0啓発普及につい

て対応するため、肖」除した

鋼齢句戎長に応じ、ふさわしい対芯がさ

れなければならないため、文言を追加した

自分の権利だけでなく、他者の権利も尊

重することに注意を促すため、文言を追加

した



任)命 が守られべ何ものにもかえられないものとして大切にさ

オLること。

② あらゆる形の期 1峻暴力を受けず、放ってお力れないこ

と。

(0健 康について気潜ゎねへ適切な医鶴こが受けられること。

14)愛情と理解をもって大切に育てらオu奎 壺峙成長にふさわ
がん

しぃ中 できること.

(自分らしく生きる樹 D

第8条 子どもは、その人格が尊重きねべありのままの自分が受

け止めらね
^自
分らしく生きることができま現 そのために|よ

」こ次の権利が側寧さ縛 ミヽ ヽ ジ慶りませれ

に)個 性や也△との違υ`が尊重されること。

(a プライバシーが守られること。

13)安 さできる場所で自分引木ませる崎間を持てること。

に)自 分の気持ち剣思つていることが大切にさねへそれをいろ

いろな方法で表すこと。

(ゆたがこ育イ珊罫り

第9条 子ども|よυ`ろいろなことを身につけ自分をゆた力1こし

ながら、育つことができま丸 そのためには 」こ次の権利が

保障されなければなりま翡 _

任)命 が守られ 何ものにもかえられないものとして大切にさ

オしること。

(a いじめ、潮 lL暴力を受けず、放ってお力れないこと。

(0健 康について気ういわれへ適切な医療が受けられること。

14)愛情と理解をもつて大切に育てられ生螢や成長にふさわ

しい環境マ舗 できること。

(自分らしく生きる権紛

第8条 子どもは、その人格が尊重さね^自
分らしく生きること

ができますtそ のためには、主に次の権禾ド側障さ繊慈ければ

なりませれ ただし、権利を使うことによって、他渚の穫利を

侵すような行為を行ってはなりませ晟

任)僣 触丼他童との違いが尊重されること。

a プライバ
ー
が守られること。

13)安 さできる場所で自分留木ませる時問を持てること。

に)自 分の気詩ちや思ってυヽることが大切にさね^そ
れをυヽろ

いろな力核

“

こと。

(ゆた力ヽこ育つ謄D

第9条 子ども|よυヽろいろなことを身につけ自分をゆた力,こし

ながら、育つことができま丸 そのためには 主に次の権利が

保障されなけれまなりませ私

パプリックコメントで ｀ じ`め」の婿

をヌよしたほうが良いという意見があつたた

め、追加した

パブリックコメントで指摘があったため

改めた

「ありのままの自分が受け止められ に

ついては「人格が軸 に含まれることから

削除した また、自分の権利だけでなく、

他着の権利も尊重することに注意な足すた

め、文言を追加した

用語の整備

自分の権利だけでなく、廠 権利も尊

重することに注意を促すため、文言を追加



任)学 ぶこと。

(2)遊ぶこと。

0聟 ヒ、芸銀 スポーツに親しむこと。

四 仲間をつくり、何力つために集まること。

幅)自 然に親しむこと。

(6)必輛 を手に入ねえ り、千1掘したりできること.

億見を脚明する権利)

第10条  子ども|よ 自分と諷系力深いことがらにつυて、自分

の考えや意見をはつきり表すことができま丸 そのときには、

主に次の権利が鼎章さね́なヽヽ ずなりませ私

は)考 えや意見を十分に表すことのできる場に参加できるこ

と。

② 考えや意見が、その人の生齢や成長にふさわし0彰 で尊重

さオιること。
えκ

敏援を受ける繹 ゆ

第11条 子どもは、困つたり、つらυ気持ちになつたりしたと

き、市や周りの人たちから、適切な菫援を受けることができま

丸 適切な主後を受けることができま丸

任)

(2)

(3)

14)

(5)

(6)

0

学ぶこと。

遊ぶこと。

文 ヒ、芸徹 スポーツに親しむこと。

側間をつくり、仰 Xつために集まること。

自然に親しむこと。

必要劇青報を手に

'"ブ

たり、和J甲したりできること。

億見を表明する権利)

第10条 子どもは、自分と関係力湘 こ`とがらにつυて、自分

の考えや意見をはつきり表すことができま魂 そのためには、

主に次の権利が保障されなけれぜなりませ規 ただし、権利を

使うことによつて、他者の権利留昆したり、億鳳引舞つけたり、

に)考 えや意見を十分に表すことのできる機会が大切にされ

ること。

(a 考えや意見が、その人の螢齢和成長にふさわしい形で尊重

されること。

饉 を受ける樹 0

第11条 子どもは、困つたり、つら1颯持ちになったりしたと

き、また、他者に経憲を力ヽすたとき、市や周りの人たちから、

した

社会に貢献する活動に参カロすることを通

じてゆた力1こ育つことが大切と考えられる

ため、号を追加し亀

パブリックコメントで指摘があつたた

め、改めた ま,=自 分のlalだ けでなく、

他者の権利も尊重することに注意を促すた

め、文言を追加した

年齢や成長日志じた参加の機会を想定し

て、変更した

自分の権利だけでなく、他者の権利も尊

重することに注意を促すため、文言を迫加

し7_



第3章 家庭、育ち学ボ虚超および地域における子ども

のtflのイ剰障

(家庭での子どもの権利a果 聡

第 12条 親等|よ子ども¨ ために、もつとも重い

司■と義務を負っていま丸

2 親等は、育てている子どもが権利を主張したり、使ったりす

るとき、子どもがどれくらレヽできる力、どれくらレ減長してυヽ

るかをよく考えて、助言をし、教え導くなど、菫撻する必要が

ありま丸 その際、親等は、子どもにとって最もためになるこ

とを第‐に考えなけれゴなりませ&

3 親等は、育てている子どもに対して、鰤 な二 子

どもの権利雄すよう在行墨を行ってはなりません.
4 親等は 子どもを育てることに関して、市から必要な情報や

塞 を受けることができま丸

情ち1謁鼈郵 oの子どもの僣 Jの畑

第13条  育ち学ギ塵設の関係者は、子どもの権利なR障しなが

ら、子どもが自分自身の力Q育 ったり、学んだりできるよう

墓援しなヽヽ まなりませ&そ の際、子どもにとって最もため

になることを第‐に考えるものとしま丸

2 育ち学ボ圭設の聞系者は、障がいのある子どもに酉濾 し、そ

の子どもができる限り力を出せるよう、週刀瑳 を特に行わ

なけれ|ぎなりません.

第3章 家庭、育ち学ぶ艦韻ぉょび地域における子ども

の権利の保障

隊庭での子どもの権利の保動

第12条 親等は、子どもq建全淘或長のために、量塾塾 tヽ4■

と義務を負っていま丸

2 親等|よ育てている子どもが権利を主張したり、使ったりす

るとき、子どもがどれくらいできる力、どれくらυ減長してい

るかをよく考え(助 言をし、教導 くなa土 整する必要が
ありますЪその際、親筆ょ 子どもにとって最もためになるこ

とを第一に考えなけ翻ずなりませ&

3 親等は、育てている子どもに対して、聾 なa子 どもの

権利を侵すよう・鍵 者テってはなりませ紘

4 親等は、子どもを育てることに関して、市から必要な情報や

墨 を受けることができま丸

(育ち学ギ塵謹での子どもの権利a凩 笥

第13条  育ち学ぶ為譲の関係者は、子どもの権利を側障しなが

ら、子どもが自分自身の力で、育ったり、学んだりできるよう

土援しなヽヽ J較 りませ晟 その際、育ち学ぶ耀談の関係者の

一

子どもにとって最もためになることを第一に考

えるものとしま丸

2 育ち学ぶ九義の関係者は、障がいのある子ども眉量借し、そ

の子どもができる限り力を出せるよう、適切耀 を特に行わ

なけれ′力,りま翡 、

権利a剰 障とともに、子どもの健全な成

靱 にAf■と議 を負っていることを表

現するため、変更し、艇 て用語の整備を

行った

学校教育法では規定されているが、一般

的に家庭における体罰には規定がないた

め、虐待などに含めることとした

育ち学ぶ施設の中で施設の関脈者のtf■

を明ら力ヽこするため、文言を追加した



3 育ち学6産設の関係者は その止設で事故などがおこらない

ようにいつも心がけるとともに、子どもの安心と安詮のための

体制を整え、そオιを保つよう努力しなければなりませれ

4 育ち学ぶ塵設の関係者は、子どもに対して、螂 な
浩

"           

ぃ

ど、子どもの権利を侵すような街益を行ってはなりませれ

5 育ち鼈 の関係者|よ育ちや学αこ関する情報をできる

だけ提供するとともに、先設での活動について子どもや市民に

調明するtl■を果たさなければなりませ紘

6 育ち学硼色設の関係者は、子ども本人に関する書類などを、

適切に管理し取り跛
｀
わなけれぎなりまもんら

7 育ち学ぷ量設の関係者は、親等、t関 系機関、脚 体と、

互いに連絡し協力しあい、子どものlalが保障されるよう努力

しなければなりませスる

吐 の子どもの権利のイ尉罰

第14条  市民は、地域の中で、子どもの権利が保章され、子ど

も力濃や力ヽョ戎長できるよう努力しなければなりませ&

2市 民は 地滅の中Q子 どもにとつて安心力轟

整え、それ覆暑つよう努力しなけね″力,りませ私

3 市民は、地域の中で、子どもが地城の一員として参加できる

機会をつくり、参加のための手助けをするよう努力しなければ

なりませM

4 市民は、第1項から第3項の皇を行うに当たって、親等、献

育ち学ぶ施設の関係者、関係機関いよ0撲 豚団体と互Ot撻 絡 筆 t育 ち学ぶ施誤の関係ま 聞報欄および副系団体と互

3 育ち学ギ並謹の闘系者は、その血証で事故などがおこらない

ようにいつも心がけるとともに、子どもの安さと安全のための

体制裡整え、それを保つよう努力しなけれずなりませ&

4 育ち学ボ筵設の剛系者は、子どもに対して、笏 な

ど、子どもの権利柏目すような征為を行ってはなりませ私

5 育ち趙 の関簾都よ育ちや静びに関する情報をできる

だけ翻災するとともに、施談での活動について子どもや市民に

調明する司■を果たさなけhll力Fりませれ

6 育ち学ボ量謹の閏系者は、子ども本人に関する書類などを、

ELIJに管理し取り扱わなければなりまt晟

の関係者は、親等、市、関係機関、圃系団体と、

互||こ連絡し協力し全い、子どもの権利が側章されるよう努

力しなけね″まなりませ晟

(地域での子どもの権利a呆 旬

第14条  市民は、地域の中で、子どもの権利が保障さね
^子
ど

も力漣や力ヽ 口或長できるよう努力しなければなりませれ

2 市民は、地境の中で、子どもにとつて安心力yつ軸 を

整え、それを保つよう努力しなけれぜなりません.

3 市民は、地城の中ヽ 子どもが地域の―員として参加できる

機会をつくり、参加のための手助けをするよう努力しなければ

なりまtM

4 市民は、第1項から第3項までのことを行うに当たって、親

7 育ち学ギ虚謹
たが   れんらく

用語つ圏篇

用語の圏篇



し協力し墨ユよう努力しなけれJなりませ紘

第4章 子どもにやさしいまちづくりの推進

(子どもにやさしいまちづくりをおし進めること)

第15条 市|よ子どもの権利力淵 障さねへそれがいかされるま

ちが、すべての市民にとつてやさしいまちであるという考えに

もとづいて、まちづくりを行うよう努力しま九

2 市|よ子どもが市政など|‐
‐
Hし て持つ考えや思いを反映させ

る機会をつくるよう努力しますЪまた、市がつくつた育ち学ぶ

塵慇や子ども力汗1用する上設などQ子 どもの意見がいかされ

るよう、子どもの参加の機会をつくるよう努力しま丸

3 市は、子どもに関する市の計画や対策が総合的に行われるよ

う、市の組織を整えるとともに、子どもの権利に関する推進計

画をつくりま丸

4 市は、この条列にもとづく市の訓画や対策の状況を定期的

に筒証し、市民に報告するよう努力しま丸       ヽ

第5章 子どもの帷利の穫宣に関する相談と救済

網談と3納

第16条 子どもや親等|よ市に対し、子どもの権利の昼書につ

いて相談し、また1鰤lη遺豊から救われるよう求めることが
できま現

2 市は 子どもの権利の侵豊に関する相

―を詭 しま丸

υヽ鵡 絡し協力し全立よう努力しなければなりませれ

第4章 子どもにやさしいまちづくりの帷進

第15条  市は、子どもの権利が側障さね^そ
れ力いかされるま

ちが、市民にとつてやさしいまちであるという考えにもとづい

て、まちづくりを行うよう努力しま丸

2 市|よ子どもが市政などに対して持つ考えや思いを反映させ

る機会をつくるよう努力しますlま た、市がつくった育ち学ぶ

血証や子どもが和り唱す櫨 なとで、子どもの意見がV"ヽされ

るよう、子どもの参加の機会をつくるよう努力しま丸

3 市は、子どもに関する市の計画や対策が総合的に行われるよ

う、前の組織を整えま丸

第5章 子ども榊 1の量豊に関する相談と救済

第16条 子どもや親等は、市に対し、子どもの権利の農讐につ

いて相談し、または権利の豊讐から救われるよう求めることが

できま丸

2 市は、子どもの権利の侵豊に関する相中

塵 ま丸

用語の整備

用詣の圏賄

肺 励 という場象 すべての市民を示

すため、文言を削除した

「のぴゆくこどもプラン ガ勧 の中

で対応するため計画に係る文言を削除し

/_

用語の輪

子どもに関する相談窓口等はあるので、

その中で対応する方法を検討することと

し、窓口!司系る文言を肖J除した

10



3 市は、子どもや親等から救済を求められたとき、または子ど3 市は、子どもや親等から救済を求められたとき、または子ど

もを救う必要があると判断したときは、適切な量置をとりま もを救う必要があると判断したときは、適切な量豊をとりま

現 その際には、関系機関や関係団体と互υヽ 磋 整し協力しあ

レヽま丸

第6章 雑則

第17条  この条例の塵生笙関し必要な奎ヨ|よ市讐

員会等が定めま丸

付 則

丸 そa際 lコま、関係機関劇諷国訓本と互レヽ儘 し協ヵし合

いま丸

第6章 雑則
しこう

第17条 こ0条例こ定めるもののほ力,こ必要な蔓菫は、市論 用語の自篇

よ至散育委員会等が定めま丸

付 則

用語の曲篇

:n*fitrj. .F'toc'FooEooE r.q,,rtll L *f. この
`制
は、公布の日力ち担こしま丸

11


